
公立大学法人山梨県立大学専攻科長選考規程 
（令和７年４月１日制定 法人第３２２４号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人山梨県立大学基本規則第３２条第２項の規定に基づき、

専攻科長の選考及び任期について必要な事項を定める。 

（選考の時期） 

第２条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合に専攻科長の選考を行う。  

(１) 専攻科長の任期が満了するとき。 

(２) 専攻科長が辞任を申し出て、理事長が承認したとき。 

(３) 専攻科長が欠けたとき。 

２ 前項の選考は、同項第１号の場合は任期満了の日の３０日前までに、同項第２号及び３

号の場合は速やかに行うものとする。 

（専攻科長候補者の推薦） 

第３条 理事長は、専攻科専攻科委員会（以下「専攻科委員会」という。）に対し、専攻科長

候補者の適任者を推薦するよう求めることができる。 

２ 前項の適任者の人数は、２名以内とする。 

（決定） 

第４条 理事長は、専攻科委員会からの推薦を参考にして選考を行い、役員会の議を経て、

専攻科長を決定する。 

（任期） 

第５条 専攻科長の任期は２年とし、１回に限り再任することができる。 

２ 専攻科長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残

任期間とする。 

（委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、専攻科長の選考に関して必要な事項は、別に定める。  

 

 

 

附 則 

  この規程は、令和７年４月１日から施行する。 


